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箱根町行財政改革有識者会議

取組状況に対する検証結果について

資料　１

箱根町行財政改革アクションプラン

平成29年度から令和３年度までの

（案）

令和４年　　月



 



○ 検証の目的

○ 検証方法

【取組みの達成状況】

【新型コロナの影響】

【今後の方向性】

継 続 (取組強化) 目標の上方修正や取組内容の強化などを行い継続する

有＋ 取組みに対してプラスの影響があった

有－ 取組みに対してマイナスの影響があった

有± 取組みに対してプラスとマイナス、両方の影響があった

整　理 分　類（内　容）

終 了 (継続見送) 継続困難等の理由により位置付けを終了する

継 続 (取組変更) 取組内容を変更したうえで推進項目の位置付けを継続する

継 続 (現状推進) 現行の目標・取組内容のまま継続する

終 了 (取組完了) 計画・目標の達成や検討完了に伴い位置付けを終了する

検討完了 目標の検討を完了した

整　理 分　類（内　容）

達成 計画・目標を達成した

一部達成 計画・目標の一部を達成した

未達成 進捗にやや遅れが見られ、改善が必要

　現在、町が推進している「箱根町行財政改革アクションプラン」の取組状況の検証を行うこ
とで、町の取組状況や、プラン策定後の行財政運営の現状と課題を把握し、新たなプランにお
いて取り組むべき項目や、今後の行財政改革に対する助言・提言の参考とするものである。

評　価 分　類（内　容）

計画・目標以上

行財政改革アクションプランの平成29年度から令和３年度までの取組状況に対する検証にあたって

計画の前倒し・目標以上の効果を出した

　76の推進項目に対して、町が「取組みの達成状況」、「新型コロナの影響」及び「行財政改
革の今後の方向性」の３つの視点で内部評価した結果に対し、行財政改革の取組状況や実績、
評価理由の説明を受け、有識者会議としてその評価が妥当であるか確認した。

　現在の行財政改革アクションプランは、箱根町第６次総合計画のスタートにあわせ、過去の計画
における未達成項目や引き続き改革すべき項目に集中して取り組むとともに、従来の計画以上の歳
入確保・歳出削減を目標として位置付け、平成29年度から令和４年度を計画期間として策定され
た。
　計画期間中、町は行財政改革アクションプランの進捗状況を確認し、目標の達成に向けて適切な
進行管理を行うために、毎年度、推進項目別に「取組みの進捗度」と「行財政改革に対する有効
度」の内部評価を実施し公表しているものである。
　令和５年４月から新たなプランをスタートするため、現在の行財政改革アクションプランを改定
するにあたり、町が、最終年度（令和４年度）を除く５年間の総括としてプランに掲げる推進項目
に対する「達成状況」と「今後の方向性」に対する内部評価を行ったので、行財政改革有識者会議
において、その検証を実施したものである。
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基本方針１の検証結果

※検証結果による見直し箇所

＜評価に対する意見＞

・

⇒

＜その他の主な意見＞

・

・

・

・

 №20 すすき草原の駐車場協力金等による有料化の検討 検討完了 終 了 (取組完了) 観光課

重点項目④　町有財産の適正管理

「 №３ 国民健康保険特別会計の経営健全化」は、医療費の増加と収納率の向上に加え、医療費抑
制・適正化のデータ分析・効果検証の結果に関する記載があるとよい。

有識者会議においては、これまでの取組みをベースに更なる充実を図っていく考えから、今後の方
向性を「継続（取組強化）」から「継続（現状推進）」と評価することとした。

「№10 総合保健福祉センター使用料等の見直し」は、収支改善に向けて使用料の見直しをする場合に
は、利用者数の増加に向けた取組みと矛盾する可能性があるので方向性の整理が必要ではないか。

 №19 町ホームページバナー広告による収入確保 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 企画課

 №18 資源保全基金への寄付・募金機会の拡充 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 企画課

「№６ 温泉特別会計事業経営戦略の策定と運営の見直し」における料金改定も含めた検討では、令和
４年度以降も大口の加入者などが見込まれるものの、一過性の可能性もあるため、契約者が見つかっ
たから料金改定を先送りするのではなく、仮に契約者を失った場合の対応策を議論しておくべき。

「№17 ふるさと納税の促進」は、現行プランでも目標を大きく上回っているため、これを「継続（取
組強化）」と位置付けた場合、あたかも「日本一の寄付金額を目指す」「そのために開発費をかけ新
しい返礼品を開発する」といったニュアンスを想起させる。これまでの取組みをベースに効果を高め
ていくのであれば、「継続（現状推進）」という位置づけで足りると考える。

 №21 未利用土地の有効活用 未達成 継 続 (取組強化) 財務課

 №22 廃道・水路敷等の売却促進 達　成 継 続 (現状推進) 都市整備課

「№４ 介護給付費適正化」は、ケアプランの点検等を目標の回数実施できたかという視点で評価して
いるが、項目名が「適正化」であることを踏まえると、点検等により見直しができたのか、または全
般的に過大に給付しているため仕組みを改めるなど取組結果に基づく効果にも着目すべき。

継 続 (取組強化)
計画・目標以上 財務課

 №16 育英奨学金の督促業務の拡充 計画・目標以上 継 続 (現状推進) 学校教育課

継 続 (現状推進)
 №17 ふるさと納税の促進

 №15 国民健康保険料の収納率の向上 達　成 有± 継 続 (現状推進) 保険健康課

 №14 町営住宅使用料の徴収率の向上 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 福祉課

 №12 償却資産の申告内容調査 計画・目標以上 有± 継 続 (現状推進) 税務課

 №13 町税の徴収率の向上 計画・目標以上 有－ 継 続 (現状推進) 税務課

重点項目③　自主財源の確保

 №11 財源確保策の検討 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 企画課

 №10 総合保健福祉センター使用料等の見直し 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 保険健康課

 №８ 固定資産税不均一課税（国際観光ホテル整備法）の見直し 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 税務課

 №９ 使用料・手数料の見直し 検討完了 有－ 終 了 (取組完了) 企画課

重点項目②　負担の適正化

 №７ 持続可能な行財政運営方法の確立 一部達成 有－ 継 続 (現状推進)
企画課

財務課

 №６ 温泉特別会計事業経営戦略の策定と運営の見直し 達　成 終 了 (取組完了) 上下水道温泉課
 №５ 公共下水道事業会計の経営健全化 一部達成 有－ 継 続 (取組強化) 上下水道温泉課

 №１ 財政調整基金の残高確保 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 財務課

 №４ 介護給付費適正化 一部達成 有－ 継 続 (取組強化) 福祉課

 №２ 計画的な起債 達　成 有－ 継 続 (現状推進) 財務課

 №３ 国民健康保険特別会計の経営健全化 達　成 有＋ 継 続 (現状推進) 保険健康課

項　　　　　　目
取組の
達成状況

新型
コロナ

今後の
方向性

主管課

基本方針１　将来に負担を先送りしない持続可能な財政構造への早期転換

重点項目①　健全な財政運営

※

－2－



基本方針２の検証結果

基本方針２　時代の変化に即応する行政サービスの提供

＜その他の主な意見＞

・

・

・ 「№45 公共施設の計画的な再配置」は、多くの自治体で延床面積の何％削減という目標を掲げてお
り、それも一つの指標ではあるものの、どこか一つ施設を減らせば達成可能な目標でもあるため、今
後、複合化や高機能化を含めて公共施設の再配置について検討していくにあたっては、延床面積以外
の指標の導入を検討されたい。

「№38 長期継続契約制度の効果的な運用」の中で、プランの中で「長期継続契約とは何か」を補足説
明することで、一般の方にもわかりやすい内容となるのではないか。

「№32 町立観光施設等の適正な運営」は、観覧料減免制度を見直した結果、収支改善効果額がプラス
になったため、収支改善を図るという面では目標を達成している。ただし、アクションプラン全体の
考え方の中で、仮に収支はマイナスでも町民にとって有効な取組みは積極的に行っていくとしている
ことを踏まえると、制度の見直しに伴う利用者数の増減など町立観光施設の使いやすさなども考慮す
る必要がある。

 №45 公共施設の計画的な再配置 一部達成 有－ 継 続 (取組変更) 企画課

重点項目⑧　公共施設のマネジメント

 №44 水道事業の包括委託導入の検討 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 上下水道温泉課

 №43 窓口業務の民間委託導入の検討 検討完了 終 了 (取組完了) 町民課

重点項目⑦　民間活力の活用

 №42 払込通知書の廃止 達　成 終 了 (取組完了) 会計課

 №41 浄水センターにおける雨天時の不明水流入対策 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 上下水道温泉課

 №40 浄水センター汚泥焼却設備の運用方法の見直し 検討完了 終 了 (継続見送) 上下水道温泉課

 №39 プロポーザル方式に関する運用ガイドラインの策定 達　成 終 了 (取組完了) 財務課

 №38 長期継続契約制度の効果的な運用 計画・目標以上 終 了 (取組完了) 財務課

 №37 公用車の適正管理 一部達成 有＋ 継 続 (現状推進) 財務課

 №36 公共施設への電力供給事業者の見直し 検討完了 終 了 (継続見送) 財務課

 №35 街路灯のＬＥＤ化 達　成 終 了 (取組完了) 観光課

 №34 総合保健福祉センター照明器具のＬＥＤ化 一部達成 終 了 (取組完了) 保険健康課

 №33 観光案内所のあり方の見直し 一部達成 継 続 (現状推進) 観光課

 №32 町立観光施設等の適正な運営 達　成 終 了 (取組完了) 観光課

 №31 ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進 達　成 継 続 (取組変更) 環境課

重点項目⑥　事務事業の見直し

 №30 行政サービスの質的向上に関する取組みの充実 一部達成 有± 終 了 (取組完了) 企画課

 №29 ＡＥＤ(自動体外式除細動器)貸出施設の登録 達　成 終 了 (取組完了) 消防本部

 №28 119番通報受信時の多言語通訳サービス導入 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 消防本部

 №27 公民館図書室（移動図書館を含む）の蔵書充実 未達成 有－ 継 続 (現状推進) 生涯学習課

 №25 境界確定記録の電子化 一部達成 終 了 (取組完了) 都市整備課

 №26 鳥獣被害防止の推進 達　成 継 続 (現状推進) 環境課

重点項目⑤　行政サービスの質の向上

 №24 コンビニ交付サービス導入の検討 達　成 終 了 (取組完了)
町民課

税務課

 №23 町税の新たな納付機会の拡充 計画・目標以上 有＋ 終 了 (取組完了) 税務課

項　　　　　　目
取組の
達成状況

新型
コロナ

今後の
方向性

主管課
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基本方針３・４の検証結果

基本方針３　社会経済構造の変化に適応するまちづくり

 №76 学校業務改善プランの策定 一部達成 有－ 継 続 (取組強化) 学校教育課

 №74 組織の生産性向上 未達成 有＋ 継 続 (取組変更) 総務防災課

 №75 業務改善制度の推進 一部達成 継 続 (現状推進) 企画課

 №72 職員の人材育成 達　成 終 了 (取組完了) 総務防災課

 №73 ワーク・ライフ・バランスの推進 未達成 有＋ 継 続 (取組変更) 総務防災課

 №71 消防団組織の見直しと充実 検討完了 継 続 (現状推進) 消防本部

重点項目⑯　自律型の人材育成

 №70 消防職員の定数削減 達　成 終 了 (取組完了)
消防本部

総務防災課

 №68 共通事務及び簡易事務の集約化 検討完了 終 了 (取組完了) 企画課

 №69 テレワークの検討 一部達成 有＋ 継 続 (取組変更) 総務防災課

 №67 臨時職員の採用の見直し 達　成 終 了 (取組完了)
企画課

総務防災課

重点項目⑮　行政組織の効率化

 №66 行政組織機構の見直し 一部達成 継 続 (現状推進) 企画課

 №64 オープンデータの推進 未達成 継 続 (現状推進) 企画課

 №65 自治学習出張講座の見直し 未達成 有－ 継 続 (取組強化) 生涯学習課

 №62 パブリック・コメント等意見聴取制度の推進 未達成 終 了 (取組完了) 企画課

 №63 メールマガジンによる情報発信 一部達成 終 了 (取組完了) 企画課

重点項目⑭　積極的な情報発信と情報共有

 №61 町の財政状況等に関する広報の改善 一部達成 有＋ 継 続 (取組強化) 財務課

 №59 箱根関所誘客宣伝活動における地域的展開の促進 一部達成 有－ 継 続 (取組強化) 生涯学習課

 №60 地球温暖化防止の推進 達　成 有＋ 継 続 (取組変更) 環境課

 №57 箱根町ＨＯＴ21観光プランの推進 一部達成 有－ 継 続 (取組強化) 観光課

 №58 （仮称）観光まちおこし支援事業の実施検討 検討完了 終 了 (取組完了) 観光課

 №55 老人クラブの活性化 未達成 有－ 継 続 (取組強化) 福祉課

 №56 官民が連携したまちづくり手法(PPP等導入)の検討及び推進 未達成 有－ 継 続 (取組変更) 都市整備課

重点項目⑬　協働のまちづくり

 №54 活力あるまちづくり支援事業の見直し 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 町民課

基本方針４　行政資源の有効活用を図るまちづくりに向けた意識改革と実践

 №51 子ども子育て支援事業計画の推進 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 子育て支援課

 №52 子育て世代包括支援センターの開設・運営 達　成 有－ 終 了 (取組完了) 子育て支援課

重点項目⑫　子育て環境の充実

 №53 子ども家庭総合支援拠点の開設・運営 達　成 有－ 終 了 (取組完了) 子育て支援課

重点項目⑪　医療体制の整備

 №50 町内の医療環境整備 一部達成 有－ 継 続 (現状推進) 保険健康課

 №48 民間活力を利用した防災情報発信の検討 達　成 有－ 終 了 (取組完了) 総務防災課

 №49 災害時の応急給水方法の見直し 達　成 継 続 (取組強化) 上下水道温泉課

 №47 高校生への電車・バス共通定期券の導入検討・実施 達　成 終 了 (取組完了) 学校教育課

重点項目⑩　災害への備え

重点項目⑨　人口減少高齢化への対応

 №46 定住化の促進 達　成 継 続 (取組強化) 企画課

項　　　　　　目
取組の
達成状況

新型
コロナ

今後の
方向性

主管課
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■基本方針３

＜その他の主な意見＞

・

・

■基本方針４

＜その他の主な意見＞

・

・

・

・

・ 「№73 ワーク・ライフ・バランスの推進」は、「No.69 テレワークの検討」とも関係するが、ワー
ク・ライフ・バランスの推進において、テレワークは有効な手法のひとつであり、特に育児や介護を
抱える職員にとって働き方の改善に資するため、積極的に導入を図ることで時間外勤務時間の縮減に
繋がるのではないか。

「№47 高校生への電車・バス共通定期券の導入検討・実施」は、せっかくこのような取組みを実施し
ているので、延人数や年度別人数などの実績を示し、これだけの高校生に交付したということをもう
少しアピールした方がよいのではないか。

「№66 行政組織機構の見直し」は、最近、振込先の間違いなど役所の不祥事がよく報道されている
が、多忙な中、一人で様々な業務をしていることがミスの発生要因の一つであるものの、職員を増や
すことも難しいため、事務のチェック体制をしっかり整えることをどこかに盛り込んではどうか。

「№62 パブリック・コメント等意見聴取制度の推進」は、他の手法と組み合わせて実施したパブリッ
ク・コメントの実施率に応じて評価しているが、結果的に意見提出件数は増えなかったため、提出件
数の推移などがあるとよいのではないか。

「№72 職員の人材育成」は、マネジメント研修の実施をもって自律的な職員の育成を達成したという
評価だが、報告書からは研修の結果、職員の業務に関わる自立性がどのように変化したかまでは見え
てこないため、今後は取組みの名称、目標設定や評価のポイントなどを掘り下げながら設定していく
必要がある。

「№54 活力あるまちづくり支援事業の見直し」は、検討の結果、クラウドファンディング型ふるさと
納税制度は効果的な活用できる案件が生じた場合に導入することとしていますが、継続的に実現可能
かどうか不透明な部分がありつつも、歳出削減に効果をもたらす一つの手法として、引き続き町内の
団体組織へ周知していった方がよいのではないか。

「№50 町内の医療環境整備」は、町民が生活上の不便さを感じる要因の一つに病院の受診があるた
め、今後は、地域医療としてどのような課題があるのか、今回明確な方向性を出すところまで至らな
かった背景や要因などについて、より積極的な検討や情報発信が必要になるのではないか。
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　改定の方向性に係る主な意見

・

・

・

・

・

進捗度、有効度や達成度による評価を行うためには「目標」の設定が不可欠だが、民間企業の
「売上目標」などとは異なり、行財政改革の「目標」の中には数値の設定が困難なものもあ
る。例えば、「消防体制の充実」という取組みでは、町民や観光客の生命や安全を守るために
必要なコストの最適値を算出することはできないため、それを踏まえ、目標設定を工夫する必
要があるのではないか。

現在のアクションプランを策定する時は、時間の関係もあり、個別の項目を掘り下げて検討す
るところまでできなかったため、次期プランでは、計画を策定する段階で、個別の取組みにつ
いて細かくチェックをした方がよいのではないか。

項目によって、何かに取り組んだというアウトプットそのものが評価の対象になるものと、ア
ウトプットによってもたらされた成果や効果（アウトカム）まで目標に取り入れるものがある
が、その点が明確にされていないため、次期プランでは、取組みをどの程度まで具体化させる
ことが可能なのか考えて項目を設定する必要があるのではないか。

例えば「自主財源の確保」の項目において、収支改善効果を図る際に、徴収率の向上のために
実施した取組みに要した費用を歳出としたうえで、歳入額と比較することができれば、より正
確に収支改善効果を把握することが可能となる。

収支改善効果を目指しているもの、町民サービスの向上や拡充に繋がるもの、両方に該当する
ものがある中で、町民サービスの向上等の部分については、各項目の評価内容を読めば理解で
きる部分もあるが、明確に整理されていないため、次期計画ではその部分を整理した作りにす
ると単なる削減型の行財政改革の計画ではないという性格が明確になるのではないか。

　終わりに　～中間見直しについて～

○総括

　行財政改革アクションプランの平成27,28年度の２年間の取組状況に対する基本方針毎の評価
は、次のとおりである。

・基本方針Ⅰ

　継続項目は2/3で計画以上、その他項目は約半数が計画以上の進捗となり、継続項目を中心に
概ね計画どおりの進捗が図られた。

・基本方針Ⅱ

　継続項目は2/3で計画以上、その他項目は約９割が計画以上の進捗となり、大半の項目で計画
どおり以上の進捗が図られた。

・基本方針Ⅲ

　継続項目は半数が計画以上、その他項目は２割が計画以上の進捗となり、進捗に遅れが見ら
れる項目が目立つ結果となった。

　全体としては、評価の修正を行ったのは取組項目全45件中３件で、町の評価は概ね妥当であり、
前計画からの継続項目を中心に、一定の成果を得たことを有識者会議での検証結果とする。

○中間見直しに向けて
　継続項目を中心に一定の成果を得たものの、依然として財政状況は厳しいため、検証結果を踏ま
えた取組項目の見直しを行うとともに、直面する財政危機を乗り切るための抜本的な取組項目を追
加すること等により、更なる行財政改革の推進を早期に行うことが必要である。
　また、見直しの方向性については、「メリハリある行財政改革の実現」、「削減となる部分とコ
ストが追加となる部分の情報をバランスよく発信する」、「取組相互間の関連性を意識して見直し
を行い、町民や議会に分かり易い内容とする」、「町の行財政運営に関わる特殊性についても明示
する」等の意見があった。
 以上を踏まえると、中間見直しについては、単なるプランの継続ではなく、現行プラン策定時に
提起していたプランの刷新を指向すべきと考えられるので、今回の検証結果をもとにより積極的な
対応を期待したい。

参考までに「H27.28年度の取組状況に対する検証結果につい

て」で会議後に追加した総括（終わりに）を掲載しています。
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